
２ ． 改正後の『 人材確保等促進税制』

改正後は、 国内設備投資要件を撤廃した上

で、 人材育成への投資特典としての教育訓練

費の上乗せはそのままに、 新卒・ 中途採用に

よる外部人材の獲得をメインとした『 人材確

保等促進税制』 へと生まれ変わります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

１ ． 従来の『 所得拡大促進税制』

中小企業者等が適

用できる『 所得拡大

促進税制』 は、 『 賃

上げ税制』 とは異な

り“ 賃上げ” の要件のみですが、 右上のよう

に2つあります。

これらの要件をすべて満たした場合の税額

控除は、 全体の賃上げ（ 増加額） がベースで

す。 また、 『 賃上げ税制』 と同様、 上乗せ措

置はありますが、 この場合の要件は『 賃上げ

税制』 と異なり、 教育訓練費の増加以外にも
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要件があります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

２ ． 改正後の『 所得拡大促進税制』

改正により簡素化され、 賃上げ要件として

求められる値は“ 全体” のみとされました。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

いずれの改正も、 令和3年4月1日以降開始

事業年度（ 個人（ 所得税） は令和4年分） か

ら適用開始となります。

 継続雇⽤者の賃上げ
要件

 全体の賃上げ要件

(※) 経済産業省HP「 令和3年度 経済産業関係 税制改正について」 https: //www. meti . go. j p/mai n/yosan/yosan_fy2021/pdf/zei sei . pdf
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役員給与の取扱いについて
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10月より配当課税特例の大口株主判定が変更

Topix きずなプロジェクトのご案内
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マッチングの依頼 マッチングの依頼

担当者がお引き合わせ

 石井経営グループのお客様限定、ビジネスマッチングサイト「きずな」が９月に開設致しました。
 石井経営グループのお客様限定という安心感をもとに、販路開拓、新たなサプライチェーンの構築、
業務提携の一助となることを目的としております。
 初年度限定、入会金・月会費無料キャンペーン実施中。（2024年9月以降入会金5,000円、月会費2,000円）

 配当等の支払をする上場会社は、持株割合が1％以上となる株主については、所轄税務署⾧に一定の書
類を提出する必要があります。
配当を支払った上場会社は支払の確定した日から1か月以内に、
「上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書」
「上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書合計表」
を所轄税務署⾧に提出しなければなりません。

【参考2】の場合、個人株主A個人の持株割合が1.2％（1％以上）なので、
支払者であるY社は、Aについて同報告書等の提出が必要となります。（【参考2】②）

① 令和5年10月1日以後は、個人株主の保有数と同族会社を通じた保有数を合算して判定
 「上場株式等に係る配当所得等の課税特例」の改正により、個人が所有する上場株式等に関して、影
響力を持つ同族会社にも併せて保有させている場合の持株割合について、個人株主の保有数と同族会社
を通じた保有数を合算して判定することになります。ここでの同族会社とは、上位3株主が発行済株式等
50％超を有する法人のことをいいます。
 【例】上場会社Y社の株式等について、個人株主Aが個人で1.2％保有し、同族会社X社を通じて1.9％
保有するケースを想定します。

〈改正前:個人株主の保有数のみで判定〉
A個人の持株割合1.2％（3％未満）として、
Aは大口株主に該当しません（【参考1】）
〈改正後:個人株主の保有数と同族会社を
通じた保有数を合算して判定〉
「A個人の1.2％」と「同族会社X社を通じた
持株割合1.9％」を合算すると3.1％（3％以上）
となり、Aは大口株主に該当します（【参考2】①）

② 個人のみで1％以上保有は配当の支払いをする会社側に報告書等の提出の対象


